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龍谷大学社会学部学会会則
制定 平成元年 4月 1日

一部改正 平成10年 6月24日
一部改正 平成13年 3月21日
一部改正 平成15年 3月12日
一部改正 平成18年 9月27日
一部改正 平成19年 3月13日
一部改正 平成22年12月15日
一部改正 平成24年 7月18日

（名称，事務所）
第 1条 本会は，龍谷大学社会学部学会と称し，事務所を龍谷大学瀬田学舎社会学部内に
置く。

（目的）
第 2条 本会は，社会学，社会福祉学及び隣接諸科学の学術研究を推進することを目的と
する。

（事業）
第 3条 本会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。
� 機関誌『龍谷大学社会学部紀要』の発行
� 学術講演会，シンポジウム，研究会等の開催
� 学生会員の研究支援
� その他本会が必要と認める事業

（構成）
第 4条 本会は，次の会員をもって組織する。
� 普通会員 龍谷大学社会学部に所属する専任の教員及び本会の趣旨に賛同する龍

谷大学の専任教員
� 学生会員 龍谷大学社会学部及び龍谷大学大学院社会学研究科の学籍を有する学

生
� 賛助会員 前 2号以外の者で，本会の趣旨に賛同する個人又は団体
� 名誉会員 本会の会員であった者で，龍谷大学の名誉教授である者

（会長及び諸委員）
第 5条 本会に以下のように会長及び委員を置く。
� 会長 1名
� 庶務委員 2名
� 会計委員 2名
� 『龍谷大学社会学部紀要』委員 4名
� 『龍谷大学社会学部ジャーナル』委員 4名
� 事業委員 4名
� 学科委員 各学科 1名
� 会計監査委員 2名



2 前項の諸委員を同一人が兼ねることはできない。

（会長及び諸委員の選任と任期）
第 6条 会長は，龍谷大学社会学部長をもって充てる。会長に事故ある時は，庶務委員が
共同してその職務を代理する。

2 前条第 1項第 7号委員（以下「7号委員」という。）を除く同項の各委員は，会長
が普通会員の中から委嘱し，評議員会に報告する。7号委員は学科で選出する。

3 各委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。途中退任の場合，後任者
の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，7号委員の任期は学科で定める。

4 前条の���の委員は，それぞれ委員会を構成する。各委員会に委員長を置き，各
委員長は，各委員会において互選する。

（会長，各委員会及び委員の職務）
第 7条 会長及び各委員会並びに委員は，次の職務を行う。
� 会長は，本会の業務を統括し，本会を代表する。
� 庶務委員は，本会の庶務を処理するとともに，会長を補佐する。
� 会計委員は，本会の会計を処理する。
� 『龍谷大学社会学部紀要』委員会は，同誌の編集発行に関する事務を処理する。
� 『龍谷大学社会学部ジャーナル』委員会は，同誌の編集発行に関する事務を処理
する。
� 事業委員会は，��を除く本会の事業を企画，立案，運営する。
� 学科委員は，学科を代表して本会と連絡調整を図る。
� 会計監査委員は，本会の会計監査を行う。

2 本条第 1項の���の委員会は，その事業の企画，立案，運営にあたり，委員会の
判断で普通会員あるいは学生会員に参画を求めることができる。なお，参画に当たり
経費を伴う場合は，あらかじめ常任委員会の承認を得るものとする。

（常任委員会）
第 8条 本会の円滑な運営のために常任委員会を置く。

2 常任委員会は，会長，庶務委員から 1名，会計委員から 1名，並びに第 6条第 4項
の各委員長，及び 7号委員をもって構成する。

3 常任委員会は，会長が招集し，議長となって次の事項を処理する。
� 予算案・決算案の作成
� 事業実施の承認
� 会員の入会・退会の承認
� その他必要な事項の審議

4 常任委員会の議決は，出席者の過半数以上の同意による。

（評議員会）
第 9条 本会に評議員会を置く。

2 評議員会は，普通会員全員で構成する。
3 評議員会は，会長が招集し，議長となり，本会の予算決算及び必要な事項を審議す
る。

4 評議員会の議決は，出席者の過半数以上の同意による。



（会計）
第10条 本会の経費は，入会金，年会費，龍谷大学からの助成金，事業収入及び寄付金を
もって充てる。

（会計年度）
第11条 本会の会計年度は，毎年 4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。

（入会金）
第12条 本会への入会に際しては，入会金 2,000円を納入する。ただし，学生会員及び賛
助会員は，入会金の納入を免除される。

（年会費）
第13条 会員は，年会費 4,000円を納入する。

2 賛助会員は，年会費 4,000円以上を納入する。
3 名誉会員は，入会金及び年会費がともに免除される。

（改廃）
第14条 この会則の更改は，第 9条第 4項の規定にかかわらず，評議員会において出席者
の 3分の 2以上の賛同を要する。

付 則
この会則は，平成元年 4月 1日から施行する。
付 則（平成 10年 6月 24日）
平成 10年 6月 24日一部改正。同日より施行する。
付 則（平成 13年 3月 21日）
平成 13年 3月 21日一部改正。同日より施行する。
付 則（平成 15年 3月 12日）
平成 15年 3月 12日一部改正。平成 15年 4月 1日より施行する。
付 則（平成 18年 9月 27日）
平成 18年 9月 27日一部改正。平成 19年 4月 1日より施行する。
付 則（平成 19年 3月 13日）
平成 19年 3月 13日一部改正。平成 19年 4月 1日より施行する。
付 則（平成 22年 12月 15日第 5条，第 6条，第 8条改正）
この会則は，平成 23年 4月 1日から施行する。
付 則（平成 24年 7月 18日第 12条，第 13条改正）
この会則は，平成 25年 4月 1日から施行する。ただし，平成 24年度以前に入会した学
生会員及び賛助会員については，なお従前の会則による。



『龍谷大学社会学部紀要』規則
平成元年 6月14日 制定

第 1条 この規則は，龍谷大学社会学部学会会則第 3条に基づく機関誌『龍谷大学社会学
部紀要』（以下，『紀要』とする）の発行について定めるものである。

第 2条 『紀要』は，原則として毎年度 2回発行する。
第 3条 原稿の募集，編集及び発行は，『龍谷大学社会学部紀要』委員会（以下，委員会
とする）が行う。
2 原稿の掲載は，委員会が決定する。
3 原稿の投稿は，普通会員，賛助会員及び博士課程在学中の学生会員とする。な
お，博士課程在学中の学生会員が投稿する場合，あらかじめ指導教員の指導を受け
なければならない。

4 普通会員を筆頭執筆者として非会員が共同執筆した原稿を掲載するに当たって
は，非会員は当該年度の賛助会員となるものとし，入会金及び年会費をあらかじめ
納入するものとする。

第 4条 原稿は，論文・調査報告・研究資料・研究ノート・書評・翻訳等（以下，論文等
とする）とする。

第 5条 論文等の執筆は，次の要項によるものとする。
� 論文等は，未発表のものに限る。
� 論文等の分量は原則として以下のようにする。
ア 論文は，20,000字（400字詰原稿用紙 50枚）以内
イ 調査報告・研究資料・研究ノートは，12,000字（400字詰原稿用紙 30枚）以内
ウ 書評・翻訳は，6,000字（400字詰原稿用紙 15枚）以内
� 論文等には，必ず欧文タイトルを添付するものとする。

第 6条 掲載論文等について 50部の抜刷を無償で提供する。共同執筆の場合にも同様と
する。ただし，第 3条第 4項の賛助会員には，各 50部を無償で提供する。
2 50部を超える抜刷を希望する執筆者は，超過分の実費を支払う。

第 7条 掲載論文等の著作権は執筆者に帰属するが，本学及び国立情報学研究所等が論文
等を電子化により公開するものについては，複製権及び公衆送信権の行使を社会学部
学会に委託するものとする。ただし，電子化による公開は執筆者の許諾を得たうえで
行うものとする。

第 8条 本規則の改正は，常任委員会の議によるものとする。
第 9条 本規則は，平成元年 6月 14日より実施する。
付 則

1 平成 13年 4月 27日改正
2 平成 15年 4月 24日改正
3 平成 17年 5月 11日改正
4 平成 17年 7月 13日改正
5 平成 18年 9月 27日改正
6 平成 20年 11月 25日改正
7 平成 24年 1月 17日改正



社会学部学会会員

（50音順）

会 長 黒 田 浩一郎

社会学部紀要委員 白 石 正 久 伏 見 惠 文
舟 橋 和 夫＊ 村 澤 真保呂 （＊は委員長）

庶 務 委 員 高 松 智 画 西 山 けい子＊ （＊は委員長）

会 計 委 員 荒 田 寛 李 相 哲＊ （＊は委員長）

社会学部ジャーナル委員 大 塩 まゆみ 岸 政 彦＊

古 賀 和 則 清 水 教 惠 （＊は委員長）

事 業 委 員 五十嵐 海 理＊ 工 藤 保 則
田 村 公 江 松 島 惠 介 （＊は委員長）

学 科 委 員 井 上 辰 樹 田 中 明 彦
村 井 龍 治 渡 邉 めぐみ

会 計 監 査 委 員 田 中 滋 土 田 美世子

普 通 会 員 青 木 惠理子 安 西 将 也 猪 瀬 優 理
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◇ 『社会学部紀要』第 42号をお届けします。論
文 9本，研究資料と研究ノート各 1本の計 11本
構成の紀要となりました。会員各位のご尽力のお
陰です。感謝申し上げたい。
ところで，現在生きている世代では誰も経験し
たことのない社会がもうすぐ到来する。人口減少
社会である。日本社会の人口の減少は 2005年頃
から始まったらしい。それまで経験したことのな
い人口減少に直面し，今までの体制や制度が通用
しなくなる。では，未知の現象にどのように適応
すればいいのだろうか。
既に経験した日本の過疎問題でも同じことがい
えそうである。過疎が世間で問題になってから，
政府はその対策費として約 62兆円をつぎ込ん
だ。しかし，さまざまな対策を立てても，過疎地
を広めることはあっても，過疎問題の解決にはほ
とんど効果がなかった。要は有効な対策を考察・
実行できなかったからである。これらのことを思
うと，われわれはここで，もう一度教育や研究の
あり方を考え直すことが求められているといえよ
う。
俗に「東大脳」と言われる人たちがいる。彼ら
は試験の成績が良くて，最高学府の東大に入学
し，最も賢いと思われている。そして，国家公務

員という官僚の多くが東大出身であるという。と
ころが，最も賢いといわれる彼らが実行する政策
が上手くいっていないのである。問題を解決に導
いていない。
東大脳の特徴は，抜群の記憶能力ととにかく早
く仕上げるというスピードに優れているといわれ
る。だから，入学試験では点数を多く取ることが
できる。入学試験の点数は確かに高いが，かれら
がさまざまな現象の中からその核心の問題点を探
し当てる能力に優れているとは限らない。まし
て，突拍子もない問題解決策を思いつく能力に優
れているとも限らない。いや，むしろそのような
問題点の探索能力や問題解決能力が劣っていたか
らこそ，過疎の問題も解決できなかったのであろ
う。
翻って，わが龍谷大学の社会学部の教育・研究
は，東大脳の特徴を後追いするのではなく，東大
脳にはない能力の開発に今まで力を入れてきただ
ろうか。自分自身も含めて，反省することばかり
である。記憶能力とスピードではなく，優れたそ
れぞれの能力を持つ学生諸君の頭脳を充分生かす
ようにトレーニングしてきただろうか，と思うこ
の頃である。

（K. F）

執筆者紹介（掲載順）

松 溪 憲 雄（社会学部教授） 近 藤 真由子（社会学部実習助手）

時 本 義 昭（社会学部准教授） 清 水 隆 則（社会学部教授）

筒 井 のり子（社会学部教授） 青 木 恵理子（社会学部教授）
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